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グループ指定の組み合わせについて 
 
 昨年８月改定の指定要件においても、都道府県がん診療連携協議会の役割の一つとして、
「都道府県全体のがん医療等の質の向上のため、次に掲げる事項を行い、都道府県内のどこ

に住んでいても適切な診断や治療にスムーズにアクセスできる体制を確保すること」があ

り、そのために、「地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院との グループ指定 の組み合

わせを調整・決定すること。」が求められている。 

 

１ 新指針に基づき、新たにグループ指定の組み合わせを調整・決定したい 

＜組み合わせ＞ 

（１） 北部地区医師会病院と琉球大学病院 

（２） 県立宮古病院と県立中部病院 

（３） 県立八重山病院と県立中部病院 

 

２ 連携に関する今後の展望及び要望について、診療病院側からの資料６－３、４，５に基
づき、意見交換を行い、必要に応じて協議会において決議が必要な事項を検討したい 
 
 


